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○ 諫 早 市 奨 学 金 貸 付 基 金 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例  

平 成 １ ７ 年 ３ 月 １ 日  

条 例 第 ８ ３ 号  

改 正  平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ９ 日 条 例 第 ８ 号  

平 成 １ ９ 年 ３ 月 ２ ９ 日 条 例 第 ７ 号  

平 成 ２ １ 年 ７ 月 ２ ３ 日 条 例 第 １ ４ 号  

平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ ４ 日 条 例 第 ８ 号  

平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ２ ８ 日 条 例 第 １ ７ 号  

平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ３ ０ 日 条 例 第 １ ８ 号  

（ 設 置 ）  

第 １ 条  向 学 心 が あ る に も か か わ ら ず 、 経 済 的 理 由 に よ り 高 校 等 へ

の 就 学 が 困 難 な 者 に 対 し 、 奨 学 金 を 貸 し 付 け 、 も っ て 教 育 の 機 会

均 等 と 有 為 な 人 材 の 育 成 に 資 す る た め 、諫 早 市 奨 学 金 貸 付 基 金（ 以

下 「 基 金 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 高 校 等  高 等 学 校 、高 等 専 門 学 校 、大 学 及 び 専 修 学 校 等 を い

う 。  

(2) 専 修 学 校 等  専 修 学 校 、各 種 学 校 及 び 学 校 教 育 法（ 昭 和 ２ ２

年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 以 外 の 法 律 の 規 定 に よ り こ れ ら に 準 ず る 教 育

を 行 う 教 育 施 設 を い う 。  

(3) 世 帯  生 計 を 一 に し て い る 者 の 集 ま り を い う 。  

（ 平 ２ １ 条 例 １ ４ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 基 金 の 額 ）  

第 ３ 条  基 金 の 額 は 、 ４ 億 ９ ， ５ ０ ０ 万 円 と す る 。  

２  必 要 が あ る と き は 、 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 基 金 に 追 加 し て

積 立 て を す る こ と が で き る 。  

３  前 項 の 規 定 に よ り 積 立 て が 行 わ れ た と き は 、 基 金 の 額 は 、 積 立

額 相 当 額 増 加 す る も の と す る 。  
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（ 平 １ ８ 条 例 ８・平 ２ １ 条 例 １ ４・平 ２ ５ 条 例 ８・平 ２ ５ 条

例 １ ７ ・ 平 ２ ６ 条 例 １ ８ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 奨 学 生 の 資 格 ）  

第 ４ 条  奨 学 金 の 貸 付 け を 受 け る 者（ 以 下「 奨 学 生 」と い う 。）は 、

次 の 各 号 の す べ て の 要 件 を 満 た す も の で な け れ ば な ら な い 。  

(1) 経 済 的 理 由 に よ っ て 高 校 等 へ の 就 学 が 困 難 な 者 で あ る こ と 。 

(2) 諫 早 市 に １ 年 以 上 住 所 を 有 す る 者 の 子 で あ る こ と 。  

(3) 高 校 等 に 在 学 す る 者（ 専 修 学 校 等 に あ っ て は 、修 業 年 限 が ２

年 以 上 の 課 程 に 修 業 す る 者 に 限 る 。 ） で あ る こ と 。  

(4) 学 業 成 績 が 良 好 で あ る こ と 。  

(5) 品 行 方 正 で あ る こ と 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る 事 由 に よ り 世 帯 の 家 計 が

急 変 し 、 高 校 等 へ の 就 学 が 困 難 と な る 者 が 、 規 則 で 定 め る 要 件 に

該 当 す る 場 合 に は 、 当 該 者 を 奨 学 生 と す る こ と が で き る 。  

(1) そ の 属 す る 世 帯 の 家 計 の 主 宰 者 の 失 業 、 破 産 、 死 亡 等  

(2) 火 災 、 風 水 害 等 の 災 害  

（ 平 ２ １ 条 例 １ ４ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 奨 学 生 の 選 考 及 び 決 定 ）  

第 ５ 条  諫 早 市 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。 ） は 、 奨

学 生 を 選 考 し 、奨 学 生 に 選 考 さ れ た 者 が 高 校 等 に 入 学 し た と き は 、

当 該 者 を 奨 学 生 に 決 定 す る も の と す る 。  

（ 奨 学 金 の 貸 付 け ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 奨 学 生 に 決 定 さ れ た 者 に 対 し 、

奨 学 金 の 貸 付 け を 行 う も の と す る 。  

２  奨 学 金 の 貸 付 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 教 育 施 設 に 就 学 す る 者 に

応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 以 内 の 範 囲 内 で 規 則 で 定 め る 。  

(1) 大 学 又 は 専 修 学 校 等（ 専 修 学 校 の 専 門 課 程 及 び こ れ に 準 ず る

課 程 に 限 る 。 ）  月 額 ３ 万 円  

(2) 高 等 学 校 、高 等 専 門 学 校 又 は 専 修 学 校 等（ 前 号 に 掲 げ る も の

を 除 く 。 ）  月 額 ２ 万 円  
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（ 平 １ ９ 条 例 ７ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 奨 学 金 の 貸 付 期 間 ）  

第 ７ 条  奨 学 金 の 貸 付 期 間 は 、 奨 学 生 の 在 学 す る 高 校 等 の 正 規 の 修

業 年 限 と す る 。 た だ し 、 負 傷 、 疾 病 そ の 他 正 当 な 理 由 に よ り 原 級

留 置 と な っ た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 奨 学 生 に

係 る 奨 学 金 の 貸 付 期 間 は 、 規 則 で 定 め る 。  

（ 平 ２ １ 条 例 １ ４ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 奨 学 金 の 貸 付 け の 停 止 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 奨 学 生 が 休 学 し た と き （ 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 に

限 る 。 ） は 、 奨 学 金 の 貸 付 け を 停 止 す る こ と が で き る 。  

（ 奨 学 生 の 取 消 し ）  

第 ９ 条  教 育 委 員 会 は 、 奨 学 生 が 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 要 件 に

該 当 し な く な っ た と き 又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 規 則 で 定 め る

要 件 に 該 当 し な く な っ た と き は 、 奨 学 生 の 決 定 を 取 り 消 す こ と が

で き る 。  

（ 平 ２ １ 条 例 １ ４ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 奨 学 金 の 償 還 ）  

第 １ ０ 条  奨 学 金 は 、 無 利 子 と し 、 高 校 等 を 卒 業 し た 日 の 属 す る 月

（ 前 条 の 規 定 に よ り 奨 学 生 の 決 定 を 取 り 消 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、

そ の 日 の 属 す る 月 ） の 翌 月 か ら 起 算 し て ６ 月 を 経 過 し た 後 、 貸 付

け を 受 け た 期 間 の ２ 倍 の 期 間 内 に お い て 、 年 賦 、 半 年 賦 又 は 月 賦

の 方 法 に よ り 、規 則 で 定 め る 期 限 ま で に 償 還 し な け れ ば な ら な い 。 

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、奨 学 金 の 貸 付 け を 受 け た 者（ 以 下「 償

還 人 」 と い う 。 ） は 、 い つ で も 繰 上 償 還 を す る こ と が で き る 。  

（ 平 １ ９ 条 例 ７ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 奨 学 金 の 償 還 猶 予 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 償 還 人 が 災 害 、 疾 病 、 進 学 そ の 他 償 還 の 猶 予 が

必 要 と 認 め る 特 別 の 理 由 が あ る と き は 、 そ の 必 要 と 認 め る 期 間 、

奨 学 金 の 償 還 を 猶 予 す る こ と が で き る 。  
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（ 奨 学 金 の 償 還 免 除 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、償 還 人 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

奨 学 金 の 全 部 又 は 一 部 の 償 還 を 免 除 す る こ と が で き る 。  

(1) 死 亡 し た と き 。  

(2) 災 害 、疾 病 そ の 他 償 還 が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 特 別 の 理 由

が あ る と き 。  

（ 遅 延 利 息 ）  

第 １ ３ 条  償 還 人 が 奨 学 金 を 償 還 す べ き 日 ま で に 償 還 し な か っ た と

き は 、 遅 延 利 息 を 徴 収 す る 。 た だ し 、 償 還 の 日 が 当 該 償 還 す べ き

日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 を 超 え な い と き は 、当 該 遅 延 利 息 は 、

徴 収 し な い 。  

２  市 長 は 、 災 害 、 疾 病 そ の 他 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、

遅 延 利 息 の 全 部 又 は 一 部 を 減 免 す る こ と が で き る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ４ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 １ ７ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 に お い

て 合 併 前 の 諫 早 市 奨 学 金 貸 付 基 金 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例

（ 平 成 ４ 年 諫 早 市 条 例 第 ６ 号 ）、多 良 見 町 奨 学 金 貸 付 基 金 条 例（ 平

成 ５ 年 多 良 見 町 条 例 第 ５ 号 ） 、 森 山 町 奨 学 金 貸 付 基 金 の 設 置 お よ

び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ６ ３ 年 森 山 町 条 例 第 ９ 号 ） 、 飯 盛 町 育

英 資 金 貸 付 基 金 条 例 （ 昭 和 ３ ９ 年 飯 盛 町 条 例 第 １ ８ 号 ） 又 は 育 英

事 業 基 金 の 設 置 、 管 理 及 び 処 分 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ４ ２ 年 高 来 町

条 例 第 １ ２ 号 ） （ 以 下 こ れ ら を 「 合 併 前 の 条 例 」 と い う 。 ） に よ

り 設 置 さ れ た 基 金 に 属 し て い た 現 金 は 、 施 行 日 に お い て こ の 条 例

に よ り 設 置 さ れ る 基 金 に 属 す る も の と す る 。  

３  施 行 日 の 前 日 ま で に 、合 併 前 の 条 例 の 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 、
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手 続 そ の 他 の 行 為 （ 次 項 に 規 定 す る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お

い て 同 じ 。 ） は 、 そ れ ぞ れ こ の 条 例 の 相 当 規 定 に よ り な さ れ た 処

分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 と み な す 。  

４  施 行 日 の 前 日 ま で に 、 合 併 前 の 条 例 の 規 定 に よ り 奨 学 生 に 決 定

さ れ た 者 に 係 る 奨 学 金 に つ い て は 、な お 合 併 前 の 条 例 の 例 に よ る 。 

附  則 （ 平 成 １ ８ 年 条 例 第 ８ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 １ ９ 年 条 例 第 ７ 号 ）  

こ の 条 例 中 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 改 正 規 定 は 平 成 １ ９ 年 １ ０ 月 １ 日 か

ら 、 第 ６ 条 第 ２ 項 の 改 正 規 定 は 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ １ 年 条 例 第 １ ４ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 条 例 第 ８ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ５ 年 条 例 第 １ ７ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ６ 年 条 例 第 １ ８ 号 ）  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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○ 諫 早 市 奨 学 金 貸 付 基 金 の 奨 学 生 の 決 定 等 に 関 す る 規 則  

平 成 １ ７ 年 ３ 月 １ 日  

教 育 委 員 会 規 則 第 １ ４ 号  

改 正  平 成 ２ ０ 年 ２ 月 ２ ７ 日 教 委 規 則 第 １ 号  

平 成 ２ １ 年 ７ 月 ２ ９ 日 教 委 規 則 第 ５ 号  

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日 教 委 規 則 第 ６ 号  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 諫 早 市 奨 学 金 貸 付 基 金 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す

る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 規 則 第 ７ ５ 号 。 以 下 「 施 行 規 則 」 と

い う 。 ） 第 １ ４ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 奨 学 生 の 決 定 及 び そ の 取 消 し

に 関 す る 事 務 の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 募 集 ）  

第 ２ 条  諫 早 市 教 育 委 員 会 （ 以 下 「 教 育 委 員 会 」 と い う 。 ） は 、 諫

早 市 奨 学 金 貸 付 基 金 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条

例 第 ８ ３ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 毎

年 度 奨 学 生 を 募 集 す る も の と す る 。 た だ し 、 条 例 第 ４ 条 第 ２ 項 の

規 定 に よ る 奨 学 生（ 以 下「 ４ 条 ２ 項 奨 学 生 」と い う 。）の 募 集 は 、

随 時 行 う も の と す る 。  

（ 平 ２ １ 教 委 規 則 ５ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 奨 学 生 の 応 募 ）  

第 ３ 条  奨 学 生 に な ろ う と す る 者 （ 以 下 「 応 募 者 」 と い う 。 ） は 、

教 育 委 員 会 の 指 定 す る 日 ま で に 、 ４ 条 ２ 項 奨 学 生 以 外 の 奨 学 生 に

あ っ て は 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で の 書 類 を 、 ４ 条 ２ 項 奨 学 生 に あ っ

て は 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で の 書 類 を 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 特 定 個 人 情 報 利 用 同 意 書 （ 様 式 第 １ 号 の ２ ）

を 提 出 し た 場 合 は 、 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 書 類 の 提 出 を 省 略

す る こ と が で き る 。  

(1) 奨 学 生 願 書 （ 様 式 第 １ 号 ）  

(2) 世 帯 全 員（ 所 得 の な い 者 を 除 く 。）の 前 年 分 又 は 前 々 年 分 の

所 得 証 明 書  
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(3) 世 帯 全 員 の 住 民 票 の 写 し  

(4) 奨 学 生 推 薦 調 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

(5) 条 例 第 ４ 条 第 ２ 項 各 号 の 事 由 を 証 す る 書 類  

（ 平 ２ １ 教 委 規 則 ５ ・ 平 ２ ７ 教 委 規 則 ６ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 奨 学 生 の 決 定 手 続 ）  

第 ４ 条  教 育 委 員 会 は 、 施 行 規 則 第 ２ 条 に 定 め る 奨 学 基 金 運 用 委 員

会 （ 以 下 「 運 用 委 員 会 」 と い う 。 ） に 諮 っ て 奨 学 生 を 選 考 し 、 そ

の 結 果 を 応 募 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  奨 学 生 に 選 考 さ れ た 者 は 、 高 校 等 に 入 学 し た と き は 、 速 や か に

当 該 高 校 等 の 在 学 証 明 書 を 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

３  前 項 の 規 定 に よ り 在 学 証 明 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 教 育 委 員 会

は 、 当 該 奨 学 生 に 選 考 さ れ た 者 を 奨 学 生 に 決 定 し 、 速 や か に そ の

旨 を 本 人 及 び そ の 在 学 す る 高 校 等 の 長 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 成 績 証 明 書 等 の 提 出 ）  

第 ５ 条  奨 学 生 （ ４ 条 ２ 項 奨 学 生 を 除 く 。 ） は 、 毎 年 度 （ 奨 学 生 に

決 定 さ れ た 年 度 を 除 く 。 ） ４ 月 末 日 ま で に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 教

育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 在 学 証 明 書  

(2) 前 年 度 の 学 業 成 績 証 明 書  

(3) 前 ２ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、教 育 委 員 会 が 特 に 必 要 と 認 め る

書 類  

（ 平 ２ １ 教 委 規 則 ５ ・ 一 部 改 正 ）  

（ 緊 急 支 援 奨 学 金 の 貸 付 期 間 の 延 長 ）  

第 ６ 条  ４ 条 ２ 項 奨 学 生 は 、 施 行 規 則 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 貸

付 の 継 続 を 申 請 す る と き は 、 そ の 貸 付 期 間 の 末 日 ま で に 、 緊 急 支

援 奨 学 金 継 続 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 、 在 学 し て い る 高 校 等 を 経

由 し て 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 平 ２ １ 教 委 規 則 ５ ・ 追 加 ）  

（ 届 出 ）  

第 ７ 条  奨 学 生 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 速 や か
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に そ の 旨 を 教 育 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

(1) 休 学 し 、 又 は 復 学 し た と き 。  

(2) 退 学 し た と き 。  

(3) 奨 学 金 の 借 用 を 辞 退 し よ う と す る と き 。  

(4) 連 帯 保 証 人 又 は 保 証 人 を 変 更 す る と き 。  

(5) 奨 学 生 又 は 連 帯 保 証 人 若 し く は 保 証 人 の 氏 名 又 は 住 所 を 変

更 し た と き 。  

２  奨 学 生 の 遺 族 又 は 連 帯 保 証 人 若 し く は 保 証 人 は 、 奨 学 生 が 死 亡

し た と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 教 育 委 員 会 に 届 け 出 な け れ ば な ら

な い 。  

（ 平 ２ ０ 教 委 規 則 １・一 部 改 正 、平 ２ １ 教 委 規 則 ５・旧 第 ６

条 繰 下 ）  

（ 奨 学 生 の 決 定 の 取 消 し ）  

第 ８ 条  教 育 委 員 会 は 、 条 例 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 奨 学 生 の 決 定 を 取

り 消 そ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 運 用 委 員 会 の 意 見 を 聴 く も の

と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 奨 学 生 の 取 消 し を 決 定 し た と き は 、 教 育 委 員

会 は 、 そ の 旨 を 当 該 取 り 消 さ れ た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 平 ２ １ 教 委 規 則 ５ ・ 旧 第 ７ 条 繰 下 ）  

（ 補 則 ）  

第 ９ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会

が 定 め る 。  

（ 平 ２ １ 教 委 規 則 ５ ・ 旧 第 ８ 条 繰 下 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 １ ７ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ０ 年 教 委 規 則 第 １ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ １ 年 教 委 規 則 第 ５ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ７ 年 教 委 規 則 第 ６ 号 ）  
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こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ８ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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様 式 第 １ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

（ 平 ２ ０ 教 委 規 則 １ ・ 全 改 ）  

様 式 第 １ 号 の ２ （ 第 ３ 条 関 係 ）  

（ 平 ２ ７ 教 委 規 則 ６ ・ 追 加 ）  

様 式 第 ２ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

様 式 第 ３ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

（ 平 ２ １ 教 委 規 則 ５ ・ 追 加 ）  

 


